


（参考）⾃家消費型・地域消費型/地域⼀体型の地域活⽤要件（⼩規模⽔⼒・⼩規模地熱・バイオマス）
⾃家消費型・地域消費型の地域活⽤要件
以下のいずれかの要件を満たすこと
A) 当該事業計画に係る再⽣可能エネルギー発電設備により発電される電気量の少なくとも３割を⾃家消費※１す

るもの（すなわち、７割未満を特定契約の相⼿⽅である電気事業者に供給するもの）。
B) 当該事業計画に係る再⽣可能エネルギー発電設備による電気を再⽣可能エネルギー電気特定卸供給により供

給し、かつ、その契約の相⼿⽅にあたる⼩売電気事業者または登録特定送配電事業者が、⼩売供給する電気
量の５割以上を当該発電設備が所在する都道府県内へ供給※２するもの。

C) 当該事業計画に係る再⽣可能エネルギー発電設備により産出された熱※３を、原則として常時利⽤する構造を
有し、かつ、当該発電設備により発電される電気量の少なくとも１割を⾃家消費※１するもの（すなわち、９割
未満を特定契約の相⼿⽅である電気事業者に供給するもの）。

※１ ⾃家消費⽐率を把握するため、発電電⼒量を記録することが求められる。
※２ ⼩売供給の状況については、⼩売電気事業者または登録特定送配電事業者の協⼒によって必要な書類の添付等をすることが求められる。
※３ 発電過程で発⽣した熱を活⽤する場合に加え、発電設備の⼀部（井⼾等）から産出される熱を活⽤する場合も認める。

地域⼀体型の地域活⽤要件
以下のいずれかの要件を満たすこと
D) 当該事業計画に係る再⽣可能エネルギー発電設備が所在する地⽅公共団体の名義（第三者との共同名義含

む）の取り決め※１において、当該発電設備による災害時を含む電気⼜は熱の当該地⽅公共団体内への供給
が、位置付けられているもの。 ※１ 当該取り決めには、法律に基づいて当該発電設備に係る認定を地⽅公共団体が⾏うものを含む。

E) 地⽅公共団体が⾃ら事業を実施または直接出資するもの

F) 地⽅公共団体が⾃ら事業を実施または直接出資する⼩売電気事業者または登録特定送配電事業者に、当
該事業計画に係る再⽣可能エネルギー発電設備による電気を再⽣可能エネルギー電気特定卸供給により供給
するもの 2


